
 

第12 県立大宮中央高等学校における募集 
 
１ 通信制の課程における募集 

(1) 出願資格 
 第１の２（１ページ）に該当する者とする。 

(2) 募集人員 
 別に定める。 

(3) 出願手続 
 ア  志願者は、県立大宮中央高等学校において「生徒募集要項・出願手続書類」等の交付を受け、 

必要事項を記入し、次の書類を添えて、県立大宮中央高等学校長に提出すること。 

(ｱ) 調査書（中学校卒業後５年を経過した者は、出身中学校長の作成した「卒業証明書」） 
(ｲ) 写真５枚（縦4㎝×横3㎝、カラー・白黒のいずれも可。裏面に氏名を記入する。） 
 なお、「学習の記録等学年内評価分布表」及び「学習の記録等一覧表」については、提出す

る必要はない。 

 イ 入学願書等の提出日及び受付時間（出願書類の提出は、持参のみとする） 

   提出日は、令和６年２月18日（日）、３月６日（水）とする。 

  受付時間は、午前９時から正午まで及び午後１時30分から午後４時30分までとする。 
 ウ 他の県公立高等学校及び県立特別支援学校並びに県立大宮中央高等学校の他の課程との同時

出願はできない。 
(4) 選抜 

 原則として、調査書及びその他の資料を参考にして選抜を行う。ただし、県立大宮中央高等  

学校長が必要と認める場合は、面接を行う。 
(5) 入学許可候補者の発表 
 ア 令和６年２月18日（日）に出願した志願者については、中学校長を通じて本人宛て通知する。 
 イ 令和６年３月６日（水）に出願した志願者については、中学校長及び本人宛て通知する。 
 ウ 過年度卒業生については、直接本人に通知する。 

 
２ 単位制による通信制の課程における募集 

(1) 出願資格 
 第１の２（１ページ）に該当する者で、令和６年度に県立大宮中央高等学校と技能連携を行う

専修学校の入学許可候補者となった者。 
(2) 募集人員 

 別に定める。 
(3) 出願手続 

 技能連携を行っている専修学校を通じて連絡する。 
(4) 選抜 

 原則として、調査書及びその他の資料を参考にして選抜する。ただし、県立大宮中央高等学校

長が必要と認める場合は、面接を行う。 
(5) 入学許可候補者の発表 

 本人宛て通知する。 

 

３ 単位制による定時制の課程における募集 
(1) 一般募集 

 第３（２ページ）による。 
(2) 特別募集 

 第11（24ページ）による。 
 
４ 転入学及び編入学について 

 県立大宮中央高等学校の転編入学募集要項に定める。 

第13  秋季募集 
 
１ 実施校 

 県立吹上秋桜高等学校で実施する。 
 
２ 出願資格 

 第１の２の(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ(4)のイに該当する者（１ページ）とする。

ただし、高等学校又は特別支援学校高等部若しくは中等教育学校の後期課程に在学している者は出

願できない。 
  
３ 募集人員 

 別に定める。 
 
４ 出願手続 

(1) 出願書類（入学願書、受検票、入学選考手数料納付のための所定用紙及び調査書の用紙は、 

 県立吹上秋桜高等学校で交付する。） 
ア 入学願書（様式５）、受検票（様式５ｰ２） 
イ 入学選考手数料（所定用紙により指定の金融機関で納入し、受領済印が押印された所定用紙

を、「入学願書」の裏面に貼付し提出すること。なお、所定用紙には志願者本人の住所、氏名、

電話番号、中学校名を記入する。） 
ウ 調査書（様式１） 

(2) 入学願書等の提出期間及び受付時間 

   令和６年９月３日（火）、９月４日（水） 
  受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで 

(3) Ⅰ部及びⅡ部の両方に出願することはできない。また、第2志望は認めない。 
(4) 海外の日本人学校等から出願する場合は、第７の４（18ページ）の定めるところにより、所

定の期間内に出願資格の認定を受けること。 

 
５ 作文 
  高等学校長は、学校の特色等を踏まえ、作文の内容を定める。 
 
６ 面接 

(1) 面接は、個人面接とする。 
(2) 高等学校長は、学校の特色等を踏まえ、面接の質問内容を定める。 

 
７ 実施日及び日程 

 

実施日 日 程 
一般諸注意  8:45～ 9:00 

令和６年９月11日（水） 
作文・面接  9:10～ 

 

８ 選抜 
 高等学校長は、選抜要領に従い、厳正に選抜を行う。 

 
９ 入学許可候補者の発表 

 令和６年９月17日（火）午後１時に、県立吹上秋桜高等学校において、受検番号を掲示する。 
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